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 STOP！カスハラ ～カスハラ対策の準備をしましょう！～ 

「下請法」が「取適法」に変わります/企業等の奨学金返還支援制度 

 障がい者雇用セミナーを開催します/GX セミナーを開催します 

 藤沢市技能者表彰式を実施しました！ 
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厚生労働省ではハラスメントに関する特設 HP を開設しています。 

カスハラへの対応方法や研修動画などが掲載されていますので、ぜひチェ

ックしてください！ 

https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/customer_hara_index 

 

「顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性

に照らして、 当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なもので

あって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの」のことです。 

 

例えば 

・企業等の提供する商品・サービスに瑕疵・過失が認められない場合 

・精神的な攻撃（脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言） 

・土下座の要求 

          

令和７年 6月に、労働施策総合推進法が改正され、令和 8年 12月までに施行する予定

となっています。 

カスタマーハラスメントを防止するために、雇用管理上必要な措置を講じることが、す

べての事業主の義務となるなど、カスハラから従業員を守るための対応方針の明確化や、

相談窓口の整備などの対応が求められます。今のうちにカスハラ対策の準備をしておきま

しょう！ 
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詳しくは公正取引委員会の特設ホームページをチェック！▶▷▶ 
https://www.jftc.go.jp/toriteki_2025/ 

下請代金→製造委託等代金 
下請事業者→中小受託事業者 

従来の資本金基準に加え従業員基準 300人、100人が追加さ
れ、規制及び保護の対象が拡充されます。 

代金に関する協議に応じないことや、必要な説明を行わないこ
となど、一方的な代金決定が禁止されます。 

令和 8年 1月 1日から、「下請代金支払遅延等防止法（通称：下請法）」が改正され、「中小受託

取引適正化法（通称：取適法）」として新たに施行されます。主な改正内容は次のとおりです。 

詳細はホームページを

ご覧ください。▷▶ 

企業等の奨学金返還支援（代理返還）制度とは？ 
従業員の奨学金返還残額を、企業等が日本学生支援機構へ直接送金する制度です。 
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★★本制度活用のメリット★★ 

問い合わせ：独立行政法人日本学生支援機構 

ナビダイヤル 0570-06-6018 

月曜日～金曜日 午前９時～午後５時 

（土日祝日・12/30～1/3 を除く） 
https://dairihenkan.jasso.go.jp/ 
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